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新型コロナウイルス感染症に伴う居宅介護支援に係る対応について（第 11 報）

新年を迎え、笑顔で対面したいと願っている中、オミクロン株が猛威を振るう状況となって

きました。県全体の感染段階は、【レベル 1】に引き上げられ、さらなる感染拡大が懸念され

ており、今後の基本的な感染防止対策の徹底はもとより、早期の感染把握により市中感染を抑

制する必要があります。

当協議会では、ホームページに

【長崎市版 新型コロナウイルス感

染症対応マニュアル】として集約し

ておりますのでご参照ください。

また、これまでは指標を「ステー

ジ」としていましたが、現在、長崎

県では右表・以下のように「感染段

階対応の目安」は改定されておりま

す。（長崎県ＨＰ：新型コロナウイルス

感染段階対応の目安 R3.11 月改定をご

参照ください）

判断基準が異なっているため、明確な比較ができませんが、これまでのステージ２～３の状

況をレベル１、ステージ３～４の状況をレベル２‐Ⅰ・２－Ⅱ、ステージ５の状況をレベル３

のような状態です。

今回、長崎市福祉部長へ確認し、「ケアマネジメントの業務について、レベル１以上におい

ては、ご利用者ご家族の状況や事業所等の実務状況により判断し、モニタリング等においても、

訪問または自粛など柔軟な対応で可能」との確認を得ております。

これまで何度も学びを積み重ねてきました。「完全に予防することは不可能」ですが、感染

拡大防止のために出来ることは沢山あります。すでに多職種で協力し支え合える力があります。

平穏な日常を取り戻す時は必ず来ます。今年も共に頑張りましょう。

〈感染状況の判断〉

本県の感染状況を国に準じ、０～４のレベルで判断。ただし、レベル２においては、感染状況に

応じ、きめ細かな対策を講じるため２段階に分割。

レベル判断に際しては、病床の逼迫具合をより重視し、現状の病床使用率のほか、将来の病床使

用率の予測結果により判断。

〈対策関連〉

営業時間短縮などの行動制限は原則、レベル２－Ⅱ以降に実施し、感染状況に応じ、重点（緊急

事態）措置の適用を国に要請。病床使用率が 100％を超えるレベル４の段階では、非常事態宣言

を発令し、更なる行動制限等を実施。

原則レベル３までの行動制限については、感染拡大を防止しながら、社会経済活動等を継続でき

るよう VTP（ワクチン・検査パッケージ）や第三者認証制度を活用し、一部制限を緩和。


